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令和８年松茂町議会第１回臨時会会議録 

第１日目（１月２９日） 

                                         

午前１０時００分開会  

○議会事務局長【河野歩美君】  ただいまから、令和８年松茂町議会第１回臨時会の開

会をお願いいたします。 

 まず初めに、佐藤議長からご挨拶がございます。 

○議長【佐藤道昭君】  皆さん、おはようございます。令和８年松茂町議会第１回臨時

会の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 皆さんご存じのように２７日から国政選挙、総選挙ということで衆議院議員選挙が始ま

っておりまして、結果がどうなるかというのは気になるところですけど、やっぱり町とし

て、地方は地方として立ち止まることはできませんので、今日またこれから臨時議会を開

いて、これからの松茂町に向けて皆さんに協力をいただいて、いい方に進めていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。終わります。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  ただいまの出席議員は１２名で、地方自治法第１１３条による

定足数に達しております。よって、令和８年松茂町議会第１回臨時会は成立いたしました。 

 ただいまから、令和８年松茂町議会第１回臨時会を開会いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  冨士町長から招集の挨拶がございます。 

 冨士町長。 

○町長【冨士雅章君】  皆さん、おはようございます。 

 大寒を迎えまして、寒さも一層身にしみるようになってまいりました。また、議員の各

位には体調管理にご留意いただいて、それぞれの議会活動をしっかりとお願いしたいと思

います。 

 本日は令和８年第１回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様には大変

お忙しい中、全員の議員さんの参集をいただいて誠にありがとうございます。本臨時会に

上程をいたします議案は、専決処分の承認が２件、議案が３件の計５件となっております。

慎重にご審議を賜りまして、全案件が可決決定を賜りますようお願い申し上げまして、簡

単でございますが招集の挨拶とさせていただきます。 



 －5－ 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、５番鎌田

寛司議員及び６番村田茂議員を指名いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  日程第３、承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」

を議題といたします。 

 冨士町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 冨士町長。 

○町長【冨士雅章君】  それでは、令和８年第１回臨時会に上程いたしております議案

の提案理由の説明を申し上げます。 

 承認第１号、専決処分の承認を求めることにつきましては、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し承

認を求めるものでございます。 

 まず、専決第４号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第５号）につきましては、既

定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４,４４１万９千円を追加し、補正後の予算の総額を

７６億９,９６０万８千円とするものであります。この補正は物価高の影響を強く受けて

いる子育て世帯を支援するため、子ども一人当たり２万円の物価高対応子育て応援手当を

支給するための予算であります。 

 次に、専決第１号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第６号）につきましては、既
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定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,００１万１千円を追加し、補正後の予算の総額を

７７億９６１万９千円とするものであります。この補正は衆議院の解散に伴う第５１回衆

議院議員総選挙及び第２７回最高裁判所裁判官国民審査を執行するための予算であります。 

 この後、担当から詳細説明をいたしますので、ご審議の上、承認賜りますようお願いを

申し上げます。 

○議長【佐藤道昭君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、担当職員の詳細説明を求めます。 

 山下民生部長。 

○民生部長【山下真穂君】  それでは、承認第１号について説明申し上げます。 

 議案書の３ページをご覧ください。 

 承認第１号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規

定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求めるというものでございます。 

 私からは専決第４号について説明申し上げます。 

 議案書４ページをご覧ください。 

 専決第４号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第５号）。令和７年度松茂町一般会

計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,４４１万９千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６億９,９６０万８千円とするというものでご

ざいます。専決処分いたしました補正予算第５号は、町長からの説明にもありましたとお

り、物価高対応子育て応援手当支給のための予算でございます。 

 まず、この手当について説明申し上げます。 

 議案参考資料３ページをご覧ください。 

 昨年１１月、国は強い経済を実現する総合経済対策を閣議決定し、１２月１６日にはそ

の中の１つのメニューとして、特に物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支

援し、子ども達の健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当をプッシュ型

で支給するための予算を成立させました。松茂町においてはこの手当の早期支給に向け、

昨年１２月２２日に専決処分にて補正予算（第５号）を措置いたしました。この手当の支

給対象者は、対象児童、平成１９年４月２日から令和８年３月３１日までに生まれた児童

を養育する者で、児童手当の制度を活用し、対象児童一人当たり２万円分を支給対象者に
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支給するものです。当手当の対象児童数は基準日、令和７年９月３０日時点で松茂町の児

童手当支給対象児童１,７６０人、松茂町在住で所属庁から児童手当を受給している公務

員に養育されている対象児童３１５人、令和７年１０月１日以降、令和８年３月３１日ま

でに生まれた児童で、養育者の住所所在地が松茂町である児童４５人、全体では２,１２

０人を見込んでおり、事業費、事務費は全額国庫負担であります。 

 資料の事業イメージ欄をご覧ください。 

 水色で着色された欄、公務員、１０月１日以降に生まれた者の養育者は申請の必要があ

りますが、緑色着色欄の基準日時点で児童手当の支給を受けている養育者は、原則申請が

不要であるプッシュ型での支給となります。現在事務を進めており、２月２０日に初回支

給を予定しております。 

 それでは、改めて専決補正予算の内容について説明申し上げます。 

 議案書６ページをご覧ください。 

 説明の都合上、下段、歳出から申し上げます。 

 款１０、民生費、項５、児童福祉費、目１１、物価高対応子育て応援手当事業費、４,

４４１万９千円の増額です。節３、職員手当等から節１２、委託料までは職員の時間外勤

務手当、案内や申請用紙等の印刷費、事務用消耗品代、案内郵送料、振込手数料、システ

ム改修委託料など事務に係る必要経費として２０１万９千円を、節１８、負担金、補助及

び交付金で物価高対応子育て応援手当として、先ほど申し上げました支給対象児童２,１

２０人分の４,２４０万円を見込み、総額４,４４１万９千円の増額補正を計上したもので

す。 

 続いて、上段、歳入です。 

 款４５、国庫支出金、項５、国庫補助金、目１、民生費国庫補助金、節７、児童福祉費

補助金として、物価高対応子育て応援手当の事務事業を行うための歳出額と同額の４,４

４１万９千円を増額補正したものです。 

 以上、専決第４号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第５号）の説明とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○議長【佐藤道昭君】  藤田総務部長。 

○総務部長【藤田弘美君】  それでは、引き続きまして、専決第１号についてご説明申

し上げます。 

 議案書の９ページをお開き願います。 
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 専決第１号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第６号）。令和７年度松茂町一般会

計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,００

１万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７７億９６１万９千円とす

るというものでございます。既に期日前投票が始まっているところではございますが、去

る令和８年１月２３日、衆議院が解散されたことにより実施されることとなった、令和８

年２月８日執行の第５１回衆議院議員総選挙及び第２７回最高裁判所裁判官国民審査に要

する経費についての補正予算で、令和８年１月１６日に町長が専決処分を行ったものでご

ざいます。 

 説明の都合上、議案書の１１ページをお開き願います。 

 歳入でございます。款５０、県支出金、項１０、県委託金、目１、総務費県委託金にお

いて衆議院議員選挙委託金として１,００１万１千円を増額補正し、補正後の額を５,０１

３万円とするものです。 

 次に、１２ページをお願いいたします。 

 歳出です。款５、総務費、項１５、選挙費、目３、衆議院議員選挙費において、節１、

報酬は投開票管理者、投開票立会人報酬及び会計年度任用職員の時間外手当で８６万円。

その下、節３、職員手当等は選挙事務従事者の時間外勤務手当などで４４３万４千円。そ

の下、節１０、需用費は入場券の印刷費等で１８８万８千円。その下、節１１、役務費は

入場券、選挙公報、不在者投票などに係る郵送料で１９９万９千円。その下、節１２、委

託料はポスター掲示場の設置、撤去及び期日前・不在者投票システム保守委託料で７３万

１千円。その下、節１３、使用料及び賃借料はコピー使用料で９万９千円をそれぞれ増額

補正し、歳出補正額を計１,００１万１千円とするもので、全額が県委託金で賄われます。 

 なお、議案参考資料５ページには第６号補正を反映した令和７年度決算見込みを掲載し

てございますので、併せてご参照ください。 

 以上、専決第１号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第６号）の説明とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○議長【佐藤道昭君】  以上で、提案理由の説明及び詳細説明は終わりました。 

 これから、承認第１号について質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 
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 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから、承認第１号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから採決に入ります。 

 なお、この採決は起立によって行います。 

 承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。 

 原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

（起立全員） 

 ありがとうございました。全員起立でございます。 

 よって、承認第１号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  続きまして、日程第４、議案第１号「松茂町特別会計条例の一

部を改正する条例」を議題といたします。 

 冨士町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 冨士町長。 

○町長【冨士雅章君】  引き続き、提案理由を申し上げます。 

 議案第１号、松茂町特別会計条例の一部を改正する条例につきましては、昨年９月の第

３回定例会の所信表明において、私が第１政策目標に掲げる企業誘致を積極的に推し進め

るために必要となる改正でございます。 

 一昨年、徳島県が徳島バッテリーバレイ構想を策定し、本県への蓄電池関連企業の集積

を目指すことが示されました。本町といたしましても、新たな産業振興策、地域振興策の

重要事業と位置づけることとし、当時副町長であった私もこのプロジェクトリーダーとな

り、徳島県と連携し企業誘致に取り組むとともに、企業が進出する場所の確保についても

着実に進めてまいりました。今、私は町長となり、蓄電池業界の投資意欲は高いことから、
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このプロジェクトを本町の最重要事業として格上げをし、より一層スピード感を持って企

業誘致に取り組んでまいる所存でございます。 

 つきましては、企業ができるだけ速やかに進出してもらえるように本町において新たな

工業団地の整備を行いたいと考えております。本改正案は新工業団地事業の経理を明確に

するために特別会計を設置するものでございます。ご審議の上、可決決定賜りますようお

願いをいたします。 

○議長【佐藤道昭君】  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから、議案第１号について質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから、議案第１号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから採決に入ります。 

 なお、この採決は起立によって行います。 

 議案第１号「松茂町特別会計条例の一部を改正する条例」を採決いたします。 

 原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（起立全員） 

 ありがとうございました。全員起立でございます。 

 よって、議案第１号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  続きまして、日程第５、議案第２号「令和７年度松茂町一般会

計補正予算（第７号）」を議題といたします。 

 冨士町長から発言を求められておりますので、これを許します。 
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 冨士町長。 

○町長【冨士雅章君】  引き続き、提案理由を説明申し上げます。 

 次に、議案第２号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第７号）につきましては、既

定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億９,０３０万４千円を追加し、補正後の予算の総

額を７８億９,９９２万３千円とするものであります。この補正はエネルギーや食料品価

格等の物価高騰の影響を受けている町民の生活を支援するために、町内の取扱い店舗で使

用できる商品券を町民全員に配付するものでございます。松茂町くらし応援商品券事業を

実施するために１億５,５１５万４千円計上したほか、議案第１号でも述べた新工業団地

事業のための特別会計に３,５１５万円の繰り出しを行うものでございます。 

 この後、担当から詳細説明をさせますので、ご審議の上、可決決定賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長【佐藤道昭君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、担当職員の詳細説明を求めます。 

 藤田総務部長。 

○総務部長【藤田弘美君】  それでは、議案第２号、令和７年度松茂町一般会計補正予

算（第７号）につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書１７ページをお開きください。 

 議案第２号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第７号）。令和７年度松茂町一般会

計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９,

０３０万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８億９,９９２万３

千円とするというものでございます。 

 このたびの補正につきましては、国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時

交付金の推奨事業メニュー分を活用し、実施する事業に要する費用及びさきに可決いただ

きました議案第１号、松茂町特別会計条例の一部を改正する条例により、新たに創設され

た新工業団地特別会計の財源として必要となる一般会計からの繰出金の補正をお願いする

ものでございます。 

 説明の都合上、議案書１９ページをお開き願います。 

 歳入でございます。款２５、地方交付税、項１、地方交付税、目１、地方交付税におい

て、節１、普通交付税として６,０６１万５千円を増額補正し、補正後の額を７億９,６９
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９万２千円とするものです。これは今回の補正に必要となる財源として、普通交付税追加

交付分を充当いたしたものでございます。 

 その下、款４５、国庫支出金、項５、国庫補助金、目８、総務費国庫補助金において、

節３０、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金として１億２,９６８万９千円を増額

補正し、補正後の額を３億７,００７万７千円とするものです。これは国の物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金推奨事業メニュー分として交付されるものです。 

 続いて、２０ページをお願いします。 

 歳出でございます。一番上です。款５、総務費、項１、総務管理費、目２８、くらし応

援商品券事業費です。本町では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の推奨事

業メニュー分を活用し、松茂町くらし応援商品券事業を実施いたします。この目では、本

事業の実施に必要となる事務事業費の補正をお願いするものです。 

 それでは、まず、事業の概要について説明いたします。 

 恐れ入ります、議案参考資料７ページをお開き願います。 

 事業名は松茂町くらし応援商品券事業です。この事業は、エネルギー・食料品価格等の

物価高騰の影響を受けている町民生活を応援するとともに、地元消費による地域経済の回

復につなげるため、松茂町内の取扱い店舗で利用できる、松茂町くらし応援商品券を配布

するものです。配布対象及び要件は、本日、令和８年１月２９日時点で松茂町の住民基本

台帳に登録されている方です。配布額は町民一人当たり１万円分、額面千円券の１０枚つ

づりとし、使用期間は令和８年５月１日から令和８年１０月３１日までといたします。対

象人数は１万４,３００人を見込んでおります。 

 この事業の財源として重点支援地方交付金を活用し、不足する２,５４６万５千円は普

通交付税追加交付分を充当いたします。商品券の郵送開始は４月中旬頃を予定しており、

４月末までには町民の皆様のお手元に届く予定です。なお、本事業に係る事務につきまし

ては、過去に類似する商品券事業の経験があることから、事業の円滑な実施のため松茂町

商工会への委託を予定しており、現在調整を進めているところでございます。委託内容と

しましては、商品券取扱い店舗の募集、商品券の作成、印刷、使用済み商品券の取りまと

め等、事業実施に必要となる事務全般を予定しております。 

 それでは、再度議案書２０ページにお戻りください。一番上になります。 

 まず、事務費として、節１０、需用費で消耗品費１０万円、その下、節１１、役務費で

商品券の郵送代、使用済み商品券代金の振込手数料等８８５万４千円、その下、節１２、
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委託料で商品券の印刷費等を含む松茂町商工会への事務委託費３２０万円、その下、節１

８、負担金、補助及び交付金でくらし応援商品券利用費補給として１億４,３００万円で、

事務事業費分として計１億５,５１５万４千円の増額補正でございます。 

 続いて、その下の段をお願いします。 

 款５５、諸支出金、項５、繰出金、目１、繰出金で、新工業団地特別会計繰出金３,５

１５万円を増額補正いたします。これは冒頭で申し上げたとおり、新工業団地特別会計に

おいて必要となる財源として一般会計からの繰出金を計上いたしたものでございます。 

 なお、議案参考資料８ページには、第７号補正を反映した令和７年度決算見込みを掲載

してございますので、併せてご参照ください。 

 以上、議案第２号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第７号）の説明とさせていた

だきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長【佐藤道昭君】  以上で、提案理由の説明及び詳細説明は終わりました。 

 これから、議案第２号について質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから、議案第２号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから採決に入ります。 

 なお、この採決は起立によって行います。 

 議案第２号「令和７年度松茂町一般会計補正予算（第７号）」を採決いたします。 

 原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（起立全員） 

 ありがとうございます。全員起立でございます。 
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 よって、議案第２号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  続きまして、日程第６、議案第３号「令和７年度松茂町新工業

団地特別会計予算」を議題といたします。 

 冨士町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 冨士町長。 

○町長【冨士雅章君】  引き続き、提案理由を説明申し上げます。 

 議案第３号、令和７年度松茂町新工業団地特別会計予算につきましては、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ３,５１５万円とするものであります。これはさきに可決をいただきま

した議案第１号、松茂町特別会計条例の一部を改正する条例で設置した新工業団地事業に

必要な予算を計上いたしたものでございます。 

 この後、担当から詳細説明をいたしますので、ご審議の上、可決決定賜りますようお願

いを申し上げます。 

○議長【佐藤道昭君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、担当職員の詳細説明を求めます。 

 永井建設課長。 

○建設課長【永井義猛君】  それでは、議案第３号についてご説明申し上げます。 

 令和７年度松茂町新工業団地特別会計予算書の３ページをご覧ください。 

 議案第３号、令和７年度松茂町新工業団地特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３,５１５万円と定めるというもので

ございます。これは議案第１号で冨士町長が提案理由においてご説明したとおり、速やか

な新工業団地の整備に着手するための予算でございます。 

 恐れ入りますが説明の都合上、議案参考資料の９ページをご覧ください。 

 新工業団地を整備する場所は松茂町中喜来福有開拓地区で、資料の右側、網かけで示し

た松茂工業団地に隣接する区域でございます。総面積は約１０.８haあり、現状はそのほ

とんどが農地に利用されております。本町といたしましても、近隣への工場の集積をはじ

め、土地の形状や周辺に整備された道路といったインフラの状況などから、産業用地とし

てのポテンシャルがあると判断し計画するものでございます。 

 今後、速やかに土地の所有者と用地交渉を行い、大切な土地を取得させていただきたく

存じます。本予算は用地交渉に必要な経費を計上しております。 
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 恐れ入りますが、予算書に戻っていただきまして９ページをご覧ください。 

 歳入からご説明申し上げます。款１、繰入金、項１、繰入金、目１、一般会計繰入金、

節１、同じく一般会計繰入金で３,５１５万円を計上しております。 

 続きまして、１０ページをご覧ください。 

 歳出でございます。上段の款１、用地取得費、項１、目１、同じく用地取得費は２,５

１５万円でございます。節１０、需用費は印刷製本費や消耗品費、合計１５万円を計上し

ております。節１１、役務費は取得する土地の鑑定評価手数料として５００万円、節１２、

委託料では建物の移転費用など補償費の算定費用として２千万円をそれぞれ計上しており

ます。 

 次に、下段の款９９、予備費、項９９、目９９、節９９、同じく予備費は１千万円を計

上しております。 

 以上で、議案第３号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長【佐藤道昭君】  以上で、提案理由の説明及び詳細説明は終わりました。 

 これから、議案第３号について質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから、議案第３号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから採決に入ります。 

 なお、この採決は起立によって行います。 

 議案第３号「令和７年度松茂町新工業団地特別会計予算」を採決いたします。 

 原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（起立全員） 
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 ありがとうございました。全員起立でございます。 

 よって、議案第３号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  以上で、本会議に提出されました議案等は、全て審議を終了い

たしました。 

 お諮りいたします。 

 これで令和８年松茂町議会第１回臨時会を閉会したいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 以上で、令和８年松茂町議会第１回臨時会を閉会いたします。どうもありがとうござい

ました。 

午前１０時３８分閉会  
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